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非開示理由等 所管局部課等

1 R2.5.22 R2.6.4
定期建物賃貸借契約書(平成
31年４月26日)の中の要目表
及び別紙1～3

49 1 1 1

(3号)当該情報は、特定建築者が分
譲・賃貸等の事業活動を行う上で、
購入者の資産等に関する情報となる
ものであること、また事業上のノウ
ハウであることから、これらを公開
することによって事業運営上の地位
その他社会的な地位が損なわれると
認められるため。
(4号)公にすることにより、偽造等の
犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等
に支障を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第一課

2 R2.5.28 R2.6.11
住民監査請求に伴う関係人調
査の実施について（回答）

9 1
オリンピック・パラリン
ピック準備局総務部企画計
理課

3 R2.4.13 R2.6.12

新型コロナウイルスに絡み、
東京五輪・パラリンピック開
催に関して、東京都知事が東
京オリパラ組織委員会並びに
IOCの組織並びに関係者との
間で送受信したメール一切

- 1
実施機関では、請求に係る文書を作
成及び取得しておらず、存在しな
い。

オリンピック・パラリン
ピック準備局総務部企画調
整課

4 R2.4.13 R2.6.12
議事メモ（3月26日、27日、
30日）

5 1
オリンピック・パラリン
ピック準備局総務部企画調
整課

5 R2.6.11 R2.6.19
若洲海浜公園ヨット訓練所
(31)浮桟橋改修工事工事成績
評定通知書

2 1 1
個人に関する情報で特定の個人を識
別することができるものであるた
め。

オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第二課

6 R2.6.5 R2.6.19
有明アリーナ（仮称）(27)新
築工事に係る工事設計内訳書

234 1
オリンピック・パラリン
ピック準備局大会施設部施
設整備第一課

7 R2.4.24 R2.6.23
議事メモ（3月26日、27日、
30日）

5 1
オリンピック・パラリン
ピック準備局総務部企画調
整課

8 R2.4.24 R2.6.23
東京マラソン財団マスク等の
寄贈について（補佐官報告及
び局長レク資料）

2 1
オリンピック・パラリン
ピック準備局スポーツ推進
部調整課

9 R2.4.30 R2.6.29

2020年東京五輪開催に関し
て、大災害などで中止や延期
になった場合を想定し、都が
被る財政負担などリスク計算
をした報告書類、または内容
がわかる文書。現存するもの
すべて。

- 1

2020年東京五輪開催に関して、大災
害などで中止や延期になった場合を
想定し、都が被る財政負担などリス
ク計算をした報告書類、または内容
がわかる文書については、実施機関
において請求に係る公文書を作成及
び取得しておらず、存在しない。

オリンピック・パラリン
ピック準備局計画推進部調
整課

1
0
R2.1.17 R2.6.30

マラソン・競歩コース変更に
ついて都に寄せられたメール
等（令和元年10月17日から同
年11月1日まで）

1738 1 1 1

(2号)個人に関する情報で特定の個人
を識別することができるもの又は公
にすることにより、個人の権利利益
を害するおそれがあるものに該当す
るため。
(6号)都に寄せられた都政に関する提
言・要望は、都の広聴業務に関する
情報であって、公にすることによ
り、将来の情報公開をおそれ提言・
要望が委縮したものになってしまう
など、今後の当該業務の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため。

オリンピック・パラリン
ピック準備局総務部総務課

決定区分 （根拠規定）条例７条


